
一般競争入札公告 

次のとおり一般競争入札を行うので社会福祉法人久昌寺会経理規程に基づき一般競争入札を

公告する。 

 

令和６年 ４月 ２６日 

社会福祉法人久昌寺会 

理事長  海野 講榮 

記 

1. 入札に付する事項 

(1) 工事の名称   久昌寺保育園屋根等修繕工事 

(2) 工事の場所   岩手県盛岡市茶畑 2丁目 2番 1号 

(3) 工事の期間  契約確定日翌日から令和６年９月３０日まで 

(4) 工事の概要   屋根葺き替え 

          電気工事 

          融雪工事 

 

2. 入札及び開札の日時及び場所 

(1) 入札日時    令和６年５月３１日（金）１０時００分 

(2) 開札予定日時  令和６年５月３１日（金）即時開札 

(3) 入札・開札場所    久昌寺保育園 

3. 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 政令第 167条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。 

(2) 建設業法(昭和 24年法律第 100号。以下｢法｣という。)第３条第１項の規定による建設業

の許可を受けている者であること。 

(3) 法第 27条の 23第１項の規定による経営事項審査に基づく有効期間内の総合評定値通知

書の交付を受けている者であること。 

(4) 法第 28 条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を現に受けていない者であるこ

と。 

(5) 岩手県及び盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止を現に受けていない者であるこ

と。 

(6) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 

(7) １に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面におい

て関連がある者でないこと。 

(8) 次のア、イ又はウに掲げる者について当該ア、イ又はウに定める要件を満たす者を工事

現場に配置できる者であること。ただし、ウにあっては法第 26条の２第１項の規定によ

り専門技術者が配置される場合に限る。 

ア 現場代理人 入札に参加する者に雇用期間を特に限定することなく申請日前３箇月以



上継続して雇用されている者(入札に参加する者が個人である場合の本人、法人である場

合のその役員を含む。以下「常時雇用者」という。)で、他の工事の現場代理人、主任技

術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者として配置されていないものである

こと。ただし、市営建設工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和および下請負人となる

資格の制限の緩和について（平成 24 年１月 20 日市長決裁）による現場代理人の兼務を

認める。 

イ 主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐（以下「主任技術者等」という。） 常時雇

用者であること。 

ウ 専門技術者 常時雇用者で他の工事の常駐の現場代理人又は法第 26 条第３項の規定に

よる専任の主任技術者等として配置されていない者であること。 

4. 設計図書の閲覧及び契約条項を示す場所 

(1) 設計図書は、久昌寺保育園において、公告の日から入札の前日まで（12：00～15：00を

除く）閉園日を除く日の午前９時から午後４時まで閲覧できる。 

(2) 契約条項を示す場所は、久昌寺保育園担当とする。 

5. 入札参加方法 

(1) 入札に参加するものは、次により入札参加の申込みを行うこと。 

(ア) 入札参加申込書類及び申請書 １部 

(イ) 建設業許可証（写し） 

(ウ) 最新の経営事項審査に基づく総合評定通知書（写し） 

(2) 入札参加申請手続き 

申込方法は持参又は郵送とする。なお、郵便の場合は書留又は簡易書留に限る。 

(3) 受付期間 令和６年５月１０日（金）正午までとする（郵送の場合にあっては、当該書

類が受付期限前日までに久昌寺保育園に書類が到着したものに限る。） 

(4) 受付場所 久昌寺保育園事務室 

6. 入札の回数 

３回までとする。ただし、落札者がいない場合は随意契約に移行するものとする。 

7. 入札保証金 免除 

8. 入札書記載金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を

入札書に記載すること。 

9. 契約金額 

契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とする。 

10. 落札者の決定方法 

本工事は、予定価格以下で最低の価格で入札した者（最低制限価格未満で入札した者を除

く。）から順に落札候補者として落札を保留した旨の落札候補者決定通知を発行し、入札参



加資格を審査した後、落札者を決定する。 

(1) 落札者を決定した場合は、入札参加者に公表する。 

(2) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、入札参加資格確認通知書（資格無）

により通知する。 

(3) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について書面により説明を求めるこ

とができる。 

11. 契約書作成の要否 

 契約書は、作成する。 

12. 契約保証金に関する事項   

免除 

13. 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) ３に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

(2) ５(1)に掲げる入札参加資申請書類を提出期限内に提出しない者のした入札 

(3) ３及び５(1)に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札 

(4) 入札条件に違反した入札 

14. その他 

(1) 現場説明は、行わない。 

(2) 契約締結時までに５に掲げる入札参加申請書類の記載事項に変更が生じた場合には、

変更届を提出するものとする。 

(3) 提出された書類等は、返却しないものとする。 

(4) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 

15. この入札に関する問い合わせ先 

一般的事項及び設計図書に関する事項についての質問は、令和６年５月１５日（水）正午

までに電子メール又は文書（ファックス可）により有限会社大久保設計事務所へ問い合わせ

る事。 

回答は、設計図書閲覧場所及び入札参加申請者へ FAXで令和６年５月２０日（月）までに

公表する。 

 

一般的事項に関する問い合わせ先 

社会福祉法人久昌寺会 久昌寺保育園   TEL 019-622-3034 FAX 019-625-5105 

               担当者 工事担当 副園長 多田恭子、園長 細越康子 

設計図書に関する問い合わせ先 

有限会社大久保建築設計事務所     TEL 019-635-7801 FAX 019-635-7830 

               担当者 田高広美 

 


